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はしがき 

 

我が国は、人口減少・少子高齢化社会の到来、家族やコミュニティの機能の

変容をはじめとする時代の潮流の中にあり、住民に身近な行政の果たすべき役

割は従来に増して大きくなることが見込まれ、地方自治体は、これまで以上に

住民の負託に応えられる存在に進化を遂げていくことが必要である。 

昨年６月に第３２次地方制度調査会においてとりまとめられた「2040年頃か

ら逆算し顕在化する諸課題に対応するために必要な地方行政体制のあり方等に

関する答申」においては、行政サービスの提供体制を平時から Society 5.0 に

おける技術の進展を最大限活用したスマートなものへと変革し、デジタル社会

の基盤となるサービスを提供していく必要がある等の指摘がなされている。 

地方自治を取り巻く状況の変化を踏まえ、当センターは、学識経験者の方々

にご参加いただき、今後の地方自治制度の運用上の諸課題、新たな制度改正の

展望等について自由闊達にご議論いただくことを目的として、「２１世紀地方自

治制度についての調査研究会」を設置した。 

本研究会における新しい視点からの自由な論議が地方自治制度の構築の参考

となり、地方自治の更なる発展に資することとなれば望外の喜びである。 

なお、本研究の企画及び実施に当たっては、総務省自治行政局行政課から多

くのご協力をいただいた。 
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２１世紀地方自治制度についての調査研究会（令和２年度） 

（第１回）議事要旨 

 

１ 日 時  令和２年１０月１９日（月）１７：００～ 

 

２ 場 所  ウェブ会議（（一財）自治総合センター 大会議室） 

 

３ 出席者  荒見 玲子   名古屋大学大学院法学研究科准教授 

飯田 高     東京大学社会科学研究所教授 

木寺 元       明治大学政治経済学部教授 

小塚 荘一郎    学習院大学法学部教授 

須田 守    京都大学大学院法学研究科准教授 

巽   智彦      成蹊大学法学部准教授 

成原 慧    九州大学法学研究院准教授 

西上 治        神戸大学大学院法学研究科准教授 

松浦 正浩   明治大学専門職大学院ガバナンス研究科教授 

  

４ 概 要   

（事務局から資料に基づき説明） 

 

○ 標準仕様に基づくシステムも民間のベンダーが作ることになると思うが、標準システ

ムとは、資料でいうＸ社、Ｙ社のどれかが作るのか、いろいろな会社が共同で作るのか、

それとも最終的な受注をするＸ社、Ｙ社とはまた別の、さらに専門的なところが作るの

か。 

 

○ 国が一定の標準仕様を設定し、その上で、標準にのっとったシステムを各ベンダーが

開発し、地方公共団体が導入する形になろうかと思う。Ｘ社、Ｙ社以外のベンダーが、

国が定めた標準仕様にのっとったシステムを開発することも許容される。 

 

○ 行政法的な視点では、ベンダーが作るシステムが標準仕様に適合しているかに関して、

認定の仕組みが必要になることはないのだろうか。 
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○ 個別の適合性を認定することまでは仕組みとして設けることを考えているわけでは

ないが、標準にのっとったものかどうかを、それぞれのベンダーが説明して契約をする

ことになるので、その段階で、それぞれが確認することになる。 

 

○ 標準化の制度設計に当たって、例えば行政法の仕組みで元となるモデルはあるのか。 

 

○ 既存の類例があったというわけではなく、新しい仕組みとして立案しているものと思

われる。 

 

○ 複数のベンダーがオープンソースによるシステムの開発をすることも念頭に置かれ

ているのか。 

 

○ 国が標準仕様を定めるということは、法的には、各システムに係る法令を所管する大

臣が告示のような形で定めることになろうかと思っており、オープンソースの中で改正

して、それが標準になるという法律上の構成にはならないと思われる。 

 

○ 標準化に合わせてクラウド化も推進していくと、規模の経済が働き、いわゆるＧＡＦ

Ａのようなグローバルなプラットフォーム事業者が参入してきやすくなり、国内のベン

ダーが弱まって、グローバルなプラットフォーム業者に多くの地方公共団体が頼る可能

性があるが、そのような事態は、個人情報保護やセキュリティー、安全保障等の観点か

らどのような問題があると考えているか。あるいは、海外の事業者も積極的に参入して

いただいて、より競争を促進することが望ましいと考えているか。 

 

○ 広域的なクラウドサービスに統合されたときにどういうサーバーを使うかなどの話

になってくると、規模の大きいところがよいかもしれないが、日本国内で１,７４１の

団体がそれぞれ使っているシステムを培ってきた現在のベンダーにも優位性はあるだ

ろうと思う。 

 最終的に、海外のベンダーも入ってくることはあろうかと思われるが、システムのセ

キュリティーの水準など一定のものについては満たすべき条件があると法制上位置づ

ける必要があると思っており、知らない間に国外にデータが流出していることなどがな
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いように対処することが必要。 

 

○ 広域連携について、幾つかの地域では社会的、経済的な一体性と県境が合っていない

ところがある。都道府県を越えるという話とは別に、県境をまたいで生活圏、経済圏が

あるところを含むような柔軟な仕組みになっているのか。 

 

○ 広域連携について、定住自立圏や連携中枢都市圏は、主には３大都市圏外のことを念

頭に置いている仕組みだが、県境を越えて圏域を形成することは排除されていないので、

かつての広域行政施策、協議会や一部事務組合を作る絵を都道府県が描くということよ

りも、やや柔軟化した仕組みになっていると思う。 

 

○ 無投票当選者割合については、都道府県議会と町村議会で選挙が成り立たない理由が

違うと思うので、精査をする必要がある。住民の多様な意見を反映するというところを

重視するならば、例えば、都道府県議会に関して１人区が増えている現状もあり、選挙

制度についても考える必要はあるのではないか。 

 議員のなり手不足については、アンケート結果や様々な研究成果など、どのようなエ

ビデンスがあってこのような答申につながったのか。 

 

○ 三議長会にも参加いただいた研究会の中でも都道府県議会と町村議会で無投票当選

の割合が違うのは事情が違うだろうと整理されている。ご指摘のとおり、都道府県につ

いては、１人区という選挙制度の問題ではなかろうかということである。 

 エビデンスというよりは、特に議会の側から強く求めているものを中心に研究会で議

論したのが実際のところ。 

  

（松浦構成員から資料に基づき説明） 

 

○ トランジション・マネジメントは、社会システムレベルでの構造変革を適切にマネジ

メントするという考え方である。 

トップダウンでシステムを入れ替えるのではなく、また、関係者で合意形成を図るの

でもなく、むしろイノベーティブな先駆者たちが挑戦的な取組を実証して、それに対し

ての共感を得る、あるいは仲間を増やしていくことによって、徐々にそれが当たり前に
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変化させていくということを行う。 

 

○ 日本においては、人口問題、少子高齢化や気候変動の問題がある。また、いわゆるデ

ジタル庁のように、一気にいろいろなものを電子化しなければならないということが新

型コロナウイルス感染症の影響で出てきている中で、当たり前の転換をどうやるかとい

うのは重要な問題。 

 

○ トランジション・マネジメントで重要なのは超長期、２０５０年とか４０年の持続可

能な社会システムを、きちんと描き、システムを全部変えるということを意識すること

で、現場での活動は、それ自体が目的ではなく、２０４０年に向かうための手段でしか

ないということを意識して活動にすることが必要。 

 

○ ライドシェアや自動運転車の開発により、自動車社会の在り方自体が変わってくると

思うが、今後のまちづくりや地域のあり方がどのようになっていくとお考えか。 

 

○ ビジョンを１０年後ぐらいに見定めて例えば特区でやるのかなど、どのようにして常

識を変えていくのかが必要。２０年後を見据えて、そもそも車がないような社会や、あ

るいは小型モビリティーや完全に運転手のいない社会というのもあり得る。ＡＩとか自

動運転よりさらに先のモビリティーを見据えたビジョンに向かっての展開ができると

もっと面白いと思う。 

 

○ Ｓ字カーブによる検討プロセスというグラフの縦軸は何を意味するのか。 

 

○ ロジャースのイノベーション普及学（Diffusion of Innovation）という考え方にお

けるＳ字カーブから着想を得ていて、新しい当たり前の普及率が縦軸で、一部でしか行

われてないマイナーなものが未来ビジョンにつながる矢印として描かれ、捨象されてい

る。 

 

○ 過度に合意形成をしないとはいっても、それについてみんながそうだと思うプロセス

だとか、取組としてどんなことが念頭にあるのか。また、その中で、地方公共団体は、

社会システムを整備したり運用したりする側として、どういうことをすることが期待さ
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れるのか。 

 

○ フロントランナー的な人たちを集めてきて、ワークショップのようなものをやってビ

ジョンを描く。 

 役所の役割としては、開かれた議論の場を作った上で、ビジョンを作ったり、フロン

トランナーを特定したりすることが考えられる。 

 

○ 社会的に非常に対立の大きな問題だと、かえって社会の分裂を生むことも想定される。

この手法が利用可能な領域、利用できない領域はあるのか。 

 また、この手法が成立する前提条件のようなものはあるか。 

 

○ 例えば、環境問題などいわゆる気候変動の問題で利用されることが圧倒的に多く、工

学的なソリューションが比較的目に見えやすく、総論でコンセンサスが得られやすいけ

ども現場が変われないタイプの問題が多いと思われる。 

 

○ 行政手法において、時間軸を導入したマネジメントは、古くは行政計画や長期計画が

あり、最近ではパブリックマネジメントの流れなどを汲み、改革工程表のようなゴール

を設定して、それを管理してきたという話があったと思うが、それとの対比で、トラン

ジション・マネジメントが持っている強みや、違いは何か。 

 

○ トランジションは比較的非線形な社会変化を考えるので、まず、現状のことを忘れて、

２０５０年に持続可能なシステム、２１００年に持続可能なシステムを考えてシナリオ

を描くことになる。従来の延長線上じゃない新しい取組を発見しやすいという強みがあ

るのは、トランジションだけでなく、シナリオプランニングやバックキャスティングと

言われる手法に一般的なことだが、１つのポイントだと思う。 

 

○ 規制のサンドボックス制度やシェアリングエコノミーの助成など、国の側でも規制緩

和や助成の取組はあるが、実際の動きとかみ合っているのかがしっくり来ない。国の規

制との関係などについて何かお考えはあるか。 

 

○ 個人的に、国の政策は、全体として２０４０年、５０年の持続可能な姿を明確にして
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いないと思う。シェアリングを推進するために規制緩和などの方向に行きがちだが、そ

もそも何のために、どのような社会を目指して推進するのか、手段と目的が見えなくな

っているのではないか。 
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２１世紀地方自治制度研究会（令和２年度）名簿 
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２１世紀地方自治制度についての調査研究会（令和２年度） 

（第２回）議事要旨 

 

１ 日 時  令和２年１１月１２日（木）１７：００～ 

 

２ 場 所  ウェブ会議（中央合同庁舎第２号館１０階 １００２会議室） 

 

３ 出席者  荒見 玲子   名古屋大学大学院法学研究科准教授 

飯田 高     東京大学社会科学研究所教授 

木寺 元       明治大学政治経済学部教授 

小塚 荘一郎    学習院大学法学部教授 

須田 守    京都大学大学院法学研究科准教授 

巽   智彦      成蹊大学法学部准教授 

成原 慧    九州大学法学研究院准教授 

西上 治        神戸大学大学院法学研究科准教授 

松浦 正浩   明治大学専門職大学院ガバナンス研究科教授 

  

４ 概 要   

（成原構成員から資料に基づき説明） 

 

○ 今年の６月に出された地方制度調査会の答申において、Society 5.0の到来が意識さ

れており、まず初めに、地方行政のデジタル化が掲げられているのは注目に値する。 

 

○ データの利活用を含む地方行政のデジタル化は、公共私の連携や地方公共団体の広域

連携を可能にする前提条件であり、自治体と政府や民間事業者、自治体間のデータ流通、

連携が一層重要になる。 

 

○ こうした地方自治の変革という関係でも、地方の個人情報保護制度の共通化の必要性

は明らかになっている。 

  

○ 従来から、学界や経済界などから、自治体ごとに条例の規定や運用が異なることによ
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り、データ流通・連携が阻害されているという、いわゆる２０００個問題が指摘されて

いた。このたびのコロナ問題で改めて弊害が明らかになり、政府では現在、官民のデー

タ連携を促進する見地などから、個人情報保護法等を一体化し、個人情報保護委員会が

官民の個人情報の取扱いを一元的に所管する方向で検討している。 

 

○ 日本の個人情報保護法制は、自治体の保有する個人情報の保護については、各地方公

共団体が定める条例により規律されるという分権的なシステムが採られてきた。先進的

な地方公共団体が国に先駆けて個人情報保護制度の形成をリードしてきた側面があり、

地方の条例が国の法律よりも先進的な内容を含んでいる場合もあり、こういった先進的

な規定を、国の側が取り入れていくという可能性もあり得るのではないか。 

 

○ 地方による必要最小限の独自の保護措置が、具体的にどこまで認められるのかという

ことや、ナショナルミニマムの確保と地域の創意工夫による実験の要請をいかに調和す

るかということ等が今後の検討課題になり得るのではないか。 

 

○ コロナ禍によって個人情報保護制度の見直しというところまで至ったという、具体的

な出来事があったのか。また、実験的連邦主義のような話と、従来型の日本の地方自治

の議論、特に住民自治との関係について、御感触をお伺いしたい。 

 

○ コロナ以前から、そもそもＥＵ法への対応や２０００個問題は指摘されてきたことで、

今回のコロナ禍での課題が後押ししたと思う。 

  実験主義は日本の伝統的な地方自治との関係では距離があると思うが、他方で、国よ

りも進んでいる規定を含む自治体の条例もあり、そういった優れた条例から国が学べる

部分もあるのではないかという意義を示すことによって、機能的に、地方自治の意義を

再評価することもできるのではないかと思っている。 

 

○ 地方の個人情報保護制度の一本化については、伝統的な地方自治からの反発は強いで

あろうと思ったが、驚くほどない。コロナで差し迫られたということもあろうかと思う

が、共通的なプラットフォームを国がつくって、それを地方が利用するということが、

むしろ地方自治の発展につながるのではないかという見方が体感的に出てきているよ

うな気がする。 
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○ プラットフォームやＯＳとして国が法律で共通の基盤をつくり、その上で、実質的な

地方自治が行われていくという発想は、そのとおりだと思う。必要最低限の独自の保護

措置がどこまで認められるかという論点とも関わってくるかと思うが、プラットフォー

ムの上でどこまでそうした多様な実験が認められるべきかというのは、これは今後考え

ていくべき問題の１つになると思う。 

 

○ プラットフォームという言葉に触発されて言えば、いわゆるＧＡＦＡに代表されるプ

ラットフォーマーが、コンテンツのレイヤーまで含めて囲い込んでしまうというおそれ

が常にある。これを法制度に敷き直せば、プラットフォームをつくっている国が、コン

テンツまで縛ってしまうおそれというのは常にあるだろうと思う。それをどうコントロ

ールしていくかという、法技術は、まさにこれからの課題。 

 

○ 情報の流通やデータの連携が果たして憲法上の要請と言えるのか。言えないとすると、

憲法上の要請ではないものが個人情報保護と地方自治という憲法上の要請を制約する

ということになり、独自の保護措置を制限することを制度化するのは難しいのではない

かという印象を持った。 

 

○ 憲法９４条では、地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定することができると定め

られており、あくまでも条例は法律の範囲内で定められるものと位置づけられているの

で、従来の憲法学やあるいは行政法学の考え方からしても、正当化することはできるの

ではないか。 

 

○ １つの例は、昭和４０年代の公害立法。従来、公害規制条例があったところで、公害

国会があって、公害対策基本法ができた。そこで基本的には法律に位置づけて、その上

で、上乗せができるという規定を置いたということがあった。 

それからもう一つは、日米構造協議、平成の初めの、大店立地法、大店法の例で、地

元の中小企業保護のために条例で上乗せして規制しているからトイザらスが参入でき

ないとアメリカに言われ、上乗せ禁止をしたことがあり、よしあしは別として、条例先

行に対して後から法律で枠をはめた事例はあると考えている。 
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○ 地方が国のプラットフォームを受け入れるのは、政策的な利便性が各団体による自治

を超えてもいいというところまで至った場合ではないか。地域によっては、自治の結果、

その利便性を求めていない可能性もあるので、進めていく過程で、後からぶつかる可能

性もあるのではないかと思うが、その辺りの議論はどうなっているか。 

 

○ 災害時の行方不明者の氏名の公表について各団体で対応が分かれるわけだが、そのと

きに地方公共団体は、国に、行方不明者の個人情報、氏名の公表について基準を示して

ほしいという話をするものの、国のほうからは、それぞれ自治体に１,８００も条例が

あるので統一の基準は示せないという冷ややかな関係がこれまでずっとあった。   

それが、１つのプラットフォームができ、地方公共団体が基本的には同じ個人情報保

護の体系を持っているということになれば、行政分野ごとに、個人情報の保護や流通の

あり方を各担当府省が責務として示していくことになるが、そのことに対する期待や、

それぞれ適宜やってくださいと言われる辛さに比べると、共通のプラットフォームに乗

って運用したほうが安心だ、あるいは説明責任が果たしやすいという感じがあるのでは

ないか。 

 

（小塚構成員から資料に基づき説明） 

   

○ 問題関心としては、地方自治体が産業政策をするということを、誰が責任を持って考

えているかということである。一種のエアポケットになっているのではないかという感

覚を持っている。 

 

○ 日本各地や世界の宇宙産業の事例から分析すると、地域が持つ地元企業、国の施設、

大学の意義、地元出身者などのリソースをどう組み合わせるかが、まさに地方行政、自

治体政府の産業政策そのものだが、うまくできているのかは、少し疑問がある。 

 

○ 今回紹介したところには、だいたい中央省庁からの出向者がいる。産業政策の最後の

デザインをしていくときの発想、例えば、こういう話とこういう話を組み合わせて、そ

れで国にこういう制度があるから、これを使えば補助金が出るなどのノウハウのような

ものを、中央の官僚はごく普通に持っているけれども、地方自治体の側ではそのような

ノウハウがないという面もあるのではないかと感じている。 
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○ 内閣府の宇宙開発戦略推進事務局では、宇宙ビジネス創出推進自治体を指定しており、

手を挙げた中で、これは見込みがあると思うと認定していくということだが、宇宙は安

全保障ともつながっており、国家戦略的な、地政学的な意味もある。そのような国家と

しての考え方と、地方からの、「うちが宇宙をやりたい」というイニシアチブをどう調

整していくのかは、潜在的には大きな課題だと思う。 

 

○ 法制度的な話では、空港を宇宙港に転用するためには、空港規則の改正が必要になる

はず。それは地方管理空港ならば地方自治体がやればよいが、モデル規則などがなけれ

ば多分難しいだろう。 

 

○ 宇宙政策については、市町村レベルでも意欲を持つところがあるが、県の理解がある

と国とつながっている例も多いことから、県の理解を得ることが重要。 

 

○ 国ができることや、地方のリソースをうまく回していくことについては、いろいろな

ヒントがありそうではあるが、今のところ制度化されずに、たまたまうまくいったとこ

ろが事業を引き続き実施しているというのが現状という感じがしている。 

 

○ 種子島への打上げ施設の立地のときに、最も調整が難航したのが漁業権交渉という話

を聞いた。北海道の事例などでは、漁業権交渉はどうなっているのか。 

 

○ 最初はどうだったかはよく分からないが、地元の漁協さんは非常に協力的。ロケット

の打ち上げをするときは当然漁に出られないことはあるが、実際には、そこに何か変な

釣り船などが入ってこないように監視しているという新たな仕事がある。種子島も同じ

で、地元の方はそれほど御不満はないと聞いている。 

 

○ 宇宙産業政策に関して受益と負担の構造というのはどういうふうになっているのか。

地元にとってみれば、ある種の迷惑施設の側面もあると思う。例えば補助金の構造や、

実際に周辺の地域に与える影響や、地元の人が雇われるかとか、その辺の状況を教えて

いただきたい。 
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○ 打ち上げ場関係は、ここに人が滞在するという性質を持っており、それに伴う地元へ

の経済効果が、一定期間ある。来訪者がかなりの数で見込まれるということがむしろイ

ンセンティブになっている。そういう意味では観光客とはまた別に、ビジネス滞在需要

が地元の受益ということになっている。地元側のコストがだんだんかさんでいくと、潜

在的には問題になり得ると思う。 

 

○ 継続的に国家戦略として進めていく場合には、例えば交付金を出すなども考えられる

と思うが、宇宙政策の業界構造はどのようになっているか。 

 

○ 本格的に考えたほうがいいと思っている。ただ、宇宙関係の特別な交付金のような制

度をつくるというロビーイングをするほどには、地方の方が相互に連携が取れていない

のが現状。 

 

○ 日本では現状、宇宙産業を推進している自治体間の連携とか情報交換といったものは

あるのか。また、自治体内部での決定過程に関して、成功の度合いと決定過程は、特に

関係ないものなのか。 

 

○ ＪＡＸＡがだいぶ前に、ＪＡＸＡと協力するところをプロモートした銀河連邦という

ものがある。しかし、地方自治体の側のイニシアチブではないので、そういう意味では、

連携はない、あるいは非常に乏しい。ベストプラクティスのような形で、共有していけ

ばいいのにと思っている。 

 地元産業、県庁、そして地方大学でよく連携を取れたところは、うまくいくと思う。

思いつきで働きかけても、連携を取る段階で失敗するのかもしれない。いずれにしても

国レベルで産業政策を始めることに比べると、取組は進めやすいことから、それは地方

自治体のアドバンテージとして生かしてほしいと思う。 

 

○ 宇宙産業では、国の関わり方として、地方公共団体の自主性を促す、あるいは取り組

みやすくするということと合わせて、調整するということが出てくるのではないかと思

うが、調整機能は、国は担うことになるのか。 

 

○ 担わなければいけないと思うけれども、どう実施するのかが課題。例えば、あちこち
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の自治体がやりたいと言ったときに、制度的にそれを止める権限が国にあるのかと言わ

れたときに、例えばロケット打ち上げ場の整備に関する法律は別にない。 

  その辺りが、今日の問題意識として申し上げたとおり、地方自治体による産業政策が

制度的に見過ごされているのではないかと思うところ。どこの省庁が担当するかは別に

して、国全体の利益、いわば国益と地方の自発的な意思というものの調整という、結局

は、それは成原先生が問題提起された大きな問題につながっていくのではないかなとい

う気はしている。 

 

－71－



  



 

 

 

 

 

 

 

 

資  料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－73－



 

 



1

2020 11 12

AI IoT

Society5.0
Society5.0

Society5.0

2

－75－



3

• AI

1
2016

• Society 5.0

Society 5.0
Society5.0

28
1 22

4

Society 5.0
https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/

－76－



5

Society 5.0
• 2019 5 Society 
5.0
• 2020 5
• 2020 6

2020 6 2040

• 2020 7 Society5.0
GOVERNANCE INNOVATION Society5.0

2040 30 4
30 7

• 2040

OS

•

6

2. Society5.0

－77－



2040

2 6 26

• Society5.0 2040

AI

7

2. Society5.0

876
2 2020

8

2. Society5.0

－78－



•

2019 2
14

• 5

9

2. Society5.0

•

2 2 3

28
28

28 4

10

2. Society5.0

－79－



11

2. Society5.0

•

12

2. Society5.0

－80－



•

8 2 4

482 53 2020

•

10 2 6 …

•
13

2. Society5.0

14

• 1970

• 1980 OECD

• 1988

• 2003

• 2015

• 2020

－81－



151
12 2

16

• EU

• 2019 1 EU
EU 24

•

－82－



17

2000

•

2000

• LINE

2000
2020 5 21

18

•

•

•

－83－



199
2 10

209
2 10

－84－



21

•

22-24 2019
•

•

22

•

Cf. 
•

•

•

－85－



•

•

•

•

23

•

•

29 5
6

•

•

• 24

－86－



•

•

•

•

•
25

•

•

•

26

－87－



•

•

NTT

•
27

https://privacy.yahoo.co.jp/notice202004.html

• LINE

•

•

28

－88－



―― ――

2020/11/12 1

資料２

2020/11/12 2

－89－



Mizuho Industry Focus No.200 2020/11/12 3

2020/11/12 4

－90－



•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

2020/11/12 5

•
• 1984 

• 1985 
• 1988 
• 1995 
• 2003 JAXA

•
• 2008 JAXA
• 2013 (IST )
• 2014 SORA

2020/11/12 6

－91－



•
• 2019 IST 100km
• 2019 (HAP)
•

•
• 4000m (L1) (L2)

(L3)
• 1000m

• 267 etc

2020/11/12 7

•
• 2017 

• IHI 
• 2018
• 2019

•
• 670

2020/11/12 8

－92－



•
• 2015

•
• 2020

•
•

2020/11/12 9

•
• 2020 Virgin Orbit

•
• 3000m

• OITA 4.0 (2017-)
•

2020/11/12 10

－93－



•
• 1988 

•
•

•
• IST (HAP)

•
• 2018 

• 2019 

2020/11/12 11

•
•

• 2018
•

•
•
• 2018 
•
•
• 2019 
•

2020/11/12 12

－94－



•
•

•
•

•
•

•
• JAXA

• 2016 JAXA
•

2020/11/12 13

•
• 2015 (FOIP)

•
•
•

• 2015 
•

•
•

•

2020/11/12 14

－95－



•
• 2016 PHOENIX

•
•
• FUT

• 2020 

•
•

2020/11/12 15

•
• 2017

•
•

• 2018 
• 2018 Hakuto

•
•

•
• (2500m) (2000m)

2020/11/12 16

－96－



•
•
• JAXA NEDO
•
•

• TX
•

•
•
• ――

• cf. 
•

2020/11/12 17

2020/11/12 18

－97－



•
•

• Blue Origin (BO) Amazon: (Kuiper) Boeing 1960
•

(King County)
•

• Jeff Bezos
• Jeff Bezos

•
• BO Microsoft
• Boeing BO
•

2020/11/12 19

•
•

• Bill 2596: 

• Bill 2665: tax credit
• Bill 4050: Space Academy of Air Force

•
•
• UW SPARC
• BO
• Space Happy Hour

2020/11/12 20

－98－



•
• (2013)

• FAA ENAC (2014)
• (Ministry of Infrastructure and Transportation)

(Decree)
•

•
•

•
•

•
• Virgin Galactic

2020/11/12 21

2020/11/12 22

－99－



•
• 2018
• 2020

• ――
•

•
•
•

•
• Cf. 

•
•

2020/11/12 23

－100－



 

 

第３回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－101－



 
 



２１世紀地方自治制度についての調査研究会（令和２年度） 

（第３回）議事要旨 

 

１ 日 時  令和２年１２月１１日（木）１７：００～ 

 

２ 場 所  ウェブ会議（中央合同庁舎第２号館１０階 １００４会議室） 

 

３ 出席者  荒見 玲子   名古屋大学大学院法学研究科准教授 

飯田 高     東京大学社会科学研究所教授 

木寺 元       明治大学政治経済学部教授 

久木元 美琴  専修大学文学部教授 

小塚 荘一郎    学習院大学法学部教授 

須田 守    京都大学大学院法学研究科准教授 

巽   智彦      成蹊大学法学部准教授 

西上 治        神戸大学大学院法学研究科准教授 

松浦 正浩   明治大学専門職大学院ガバナンス研究科教授 

  

４ 概 要   

（荒見構成員から資料に基づき説明） 

 

○ 自治体における「連携」について、国レベルで縦割りとなっている構造が自治体の現

場にもたらす問題や、日本のメンバーシップ型組織を基盤にした行政管理の仕組みから

生じる問題をどのように克服できるかが問題意識。 

 

○ 高齢者を対象にした地域包括ケアシステムから生活困窮者の支援、子ども・子育て関

係の施策、障害者の施策を併せた地域共生社会に移行していく中で、厚生労働省は、対

象者別に機能する専門職や地域資源を、地域割にしてマネジメントするという、言わば

官僚制的な分業の階層型マネジメントの発想をしている。 

 

○ 自治体の実情は、権限、人員配置、予算という形でマネジメントができる官僚組織と

は異なり、人間関係など不定型な形で動いており、地域活動をする住民をつなぐマネジ
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メントこそが自治体が問われるものである。 

  

○ 教育と児童福祉の境界変容についての問題関心は、戦後日本において、子どもを対象

とする政策における教育保障と生活保障の分業の在り方が、子どもの貧困対策への着目

によってどのように変化したのかということである。 

 

○ 戦後日本の公教育においては、学校が教科指導と同時にケア機能を担って生活保障を

補完し、教育と福祉が相互依存的に生活保障をしていたが、それが限界に達したことに

より、生活保障が普遍的に実現されて初めて教育保障ができるにもかかわらず、教育保

障も生活保障も政策領域として自律性が失われているという課題がある。 

  

○ 児童福祉と教育の連携も、結局は行政組織、組織管理の問題、国レベルの政策体系を

誰がどう変えていくのかという問題である。 

 

○ 地方自治制度における連携とは、連携中枢都市制度や、定住圏自立圏構想のように、

基本的には自治体間連携の改革が中心と理解している。リソースの不足は、より広いプ

ールの中でシェアし合えるという発想だと思うが、これだけでは実際の現場で動いてい

るところの問題点の解消というのは難しいのではないか。 

 

○ 公共私の連携や協働のプラットフォームの構築についても、現場の最大動員に頼る方

向性に変わりはなく、メンバーシップ型組織に合わせて編成された政策資源の配置を変

えていくことが求められるのではないか。 

 

○ 一方、自治体レベルでの組織編成は首長の専権事項であり、地方分権が進み個別の施

策の自由度が高まっているが、国の所管体系や政策体系を超える問題が地方で発生した

ときに、それを地方の現状の体制で解決できるのかと思うことはある。 

 

○ 国の縦割りの問題はセクショナリズム研究が行政の研究として蓄積されているが、自

治体を制約する国の縦割り問題はなかなか研究されていないということがあり、この辺

が行政学とか地方自治研究の政策の立場から見た課題なのではないか。 
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○ ①外国人の子どもが、教育と福祉制度の現体制においては縦割りの分野ごとに全く異

なる位置づけとなることについて、どのようなアプローチを考えているか。 

 ②公共私の連携について、例えば地縁組織などのインフォーマルなものの位置づけは

行政学ではどのようにとらえられるのか。 

 

○ 国では、コンパクトシティ政策や立地適正化計画のような福祉と都市計画に関する部

分がうまくいっていないと感じている。地理的な話と福祉の融合が、たとえば財政的な

アプローチにより可能になればいいのではないか。 

 

○ ①外国人の子どもに対する教育や福祉は、制度の縦割りによって地域でうまく機能し

ていないためにとりあえずＮＰＯが担っているものの典型例という印象。 

 ②公共私における共と私については、現状の日本の行政学では行政が関わる範囲での

地域や地縁組織と民間がやはり研究の対象になる。海外では地域と民間のほうが行政に

対してどう働きかけているのかという研究の蓄積があり、例えばそういう方向から見て

いくというのは今後の広がりとしてはありえる。 

 

○ ③メンバーシップ型組織とは、どのような範囲を念頭においているか。 

 ④それなりに資源のある自治体のように見える名張市と藤沢市を取り上げられてい

たが、本当にこれから人手が足りなくなると予測されるような規模の小さい自治体では

地域包括ケアシステムが維持できそうか、どのようにお考えになっているか。 

 ⑤外国人の子どもとＮＰＯのお話があったが、地域から抜け落ちてしまうような人た

ちに対してどういうことができるのかお考えかをお聞かせいただきたい。 

 

○ ③メンバーシップ型組織とは、公務員組織を中心に、教員組織や地域の自治会なども

あたると考えている。 

 ④藤沢市や名張市よりもさらに小さい自治体では、高齢者を対象にした地域包括ケア

でも、地域でのボランティアによって介護サービスを提供していくというのは十分には

できていないはずなので、地域任せのやり方では結構厳しいのではないか。共生社会の

ほうはさらに難しいと思う。 

 ⑤地域から抜け落ちてしまう人のケアは、行政しかできないと考えている。個人情報

の共有の範囲の問題などもあり、もう少し行政がしっかりできるように何か整えられな
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いかと考えている。 

  

○ 地域包括ケアシステムの実現に当たり、何かしら現状の法制度が妨げになっており改

革が必要とお考えのものはあるか。例えば、医師による医療行為の独占が多職種連携を

妨げているとか、老人ホームの設置や基準が、老人ホームでいろいろな専門職の人が活

躍するのを妨げているなど。 

 

○ 制度面では、地域共生社会関係では、補助金を使える範囲や個人情報保護の範囲が全

部決まっており、それが非常に日頃の活動の障害になるという話がどこのヒアリングで

も出ている。現在厚生労働省所管の政策のなかでは、改善を進めているようだが、教育、

住まい、と福祉など省庁を超えると難しいようだ。 

 

○ 富山県は、障害者福祉と高齢者福祉と児童福祉を同じ施設の中で一体として提供する

ところに、当時は自治体独自であった補助金を出したという実例があり、草の根のほう

から活動して縦割りを打破した一例かなと思いながら聞いていたところ。 

 

○ 富山の事例は結構有名で、自治体現場のほうから創意工夫でやっていくことができれ

ばいいと思う。私の問題意識としては、それができていない自治体でも工夫できるよう

な仕組みを自治制度でできないかということがある。自治体のデジタル化なども、将来

的には一つのツールにつながる改革だとは思う。 

 

○ 例えば中央官庁の組織の在り方をもっとフレキシブルにしていくことは解決になる

のか。また、中央省庁の出先機関が省庁再編後も変わっていないことも関わりがあれば、

教えていただきたい。 

 

○ もしフレキシブルにできるのであれば良いとは思うが、日本の省庁は、鉄格子効果と

いって、基本的には定員も増やせないし、権限の範囲も動かしづらい仕組みになってい

る。根本的な縦割りの仕組みは出先機関でも温存されたままではないか。 

 

○ 役所のメンバーシップ型は、仕切られたメンバーシップ型というか、セグメント化さ

れたメンバーシップ型になっていているのではないかと思う。省庁別、あるいは政策別
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の縦割りがあって、その中でメンバーシップ的な働き方をしているところがあり、仕切

りの間の人を動かしたり、あるいは組織をくっつけたり動かしたりするということは苦

手というのが、実感として非常にある。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

○ 権限移譲は、議事機関においていかなる代表制を採用するのかと密接に関わる。指定

都市の権限を拡大するという方向性であるならば、都道府県議会も指定都市の議員定数

の議論が必要と思われるが、どのような議論があるか。 

 

○ ある程度調整が可能な財源や税源の配分と違い、その地域を代表する議員の定数問題

は一番難しい問題であると思う。 

団体として独立して政策決定に関与しないという方法や、人口比例でない比率で議員

の定数を配分することが考えられるが、選挙制度の根幹とも関わると思うので、現在の

基本的な考え方からするとそれは難しいと思っている。 

 

○ 指定都市を完全に独立させた場合、都道府県が、指定都市から得た税収や人材などい

ろいろなリソースを、ほかの地域に再配分する機能がなくなる一方、非都市部から都市

に流入する人たちは依然いるので、それによるアンバランスを整え直すような制度的な

仕組みは、現在、想定されているか。 

 

○ 現在の制度では、都道府県の枠組みの中で、広域的な機能として技術職員を都道府県

が採用することが行われているが、指定都市が抜けた後の残った都道府県のあり方とい

うものは、検討されたことがないので、それを前提に考えたときにどういう制度がある

のかというのは今後検討されるべき課題。 

 

○ 人材の話について、実際地域の現場において、特に福祉のことなどをお聞きすると、

遠くの本社から派遣されたスーパーバイザー的な人がやってきて地域のことをよく知

る前にまたいなくなってしまい、地域との信頼関係みたいなものができず、結果的にサ

ービスの質が下がってしまっているという話を聞く。 

 また、助産師や保健師、いわゆる女性の専門職は、都市部に吸い取られていってしま
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うことが実際起きているが、実質的な地域との密着や、生活圏との齟齬が発生し得ると

いう課題に関しては、どのように考えているか。 

 

○ 広域化して資源を調達し、何とかサービスを提供するというのが基本的な考え方。他

方で、生活圏を単位とすることは、行政の区分がどのように変わろうと、基本的に変わ

らないものであり、広域化だけが答えではないとも考えられる。特に生活関連や介護系

のものは、単に広域化するだけでは経営資源が増えるわけではないという点を考えなが

ら議論をしないといけないと思っている。 
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２１世紀地方自治制度についての調査研究会（令和２年度） 

（第４回）議事要旨 

 

１ 日 時  令和２年１２月１１日（木）１７：００～ 

 

２ 場 所  ウェブ会議（中央合同庁舎第２号館１０階 １００４会議室） 

 

３ 出席者  荒見 玲子   名古屋大学大学院法学研究科准教授 

飯田 高     東京大学社会科学研究所教授 

木寺 元       明治大学政治経済学部教授 

小塚 荘一郎    学習院大学法学部教授 

須田 守    京都大学大学院法学研究科准教授 

巽   智彦      成蹊大学法学部准教授 

成原 慧    九州大学法学研究院准教授 

西上 治        神戸大学大学院法学研究科准教授 

松浦 正浩   明治大学専門職大学院ガバナンス研究科教授 

  

４ 概 要   

（須田構成員から資料に基づき説明） 

 

○ 今次の地方制度調査会の答申等で描かれた、行政手続のオンライン化、ＡＩ等の活用、

システムの標準化等が一定程度進んでいった場合に、行政活動や手続の在り方がどのよ

うに変わり得るか、どのような法的な問題が生じ得るかについて検討を加える。 

  

○ ドイツでは、２０１６年に行政行為（いわゆる行政処分）を全自動で発することを可

能とする法改正がされたが、あわせて、自動装置を利用するとしても、処分の対象者な

どの陳述や自動的な手続では調査されないであろうものを考慮しなければならないと

いうルールもつくられた。全自動手続の不十分性を埋め合わせて、適切な内容の活動と

するためには、人の手で作業する可能性を残すことが差し当たり解決策と考えられたと

いうこと。自動化が進めば進むほど、手作業の可能性をどの段階で確保するかというこ

とも重大な課題となる。 
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○ ドイツでは、ＡＩ等のプログラムが行政規則に当たるという理解も示されている。日

本でプログラムが行政規則に当たり、かつそれを行政手続法上の審査基準等と解釈した

場合、原則として意見公募手続、いわゆるパブコメを経なければならないということが

一つの問題。もっとも、意見公募手続においては、必ずしも条文そのものを示す必要が

ないので、例えばルールベース型などの人工知能であれば概要の説明は十分可能と思わ

れるが、機械学習については課題がある。 

  

○ 特に重い不利益を与える処分がなされる前の意見聴取のフェーズは、ＡＩでは考慮さ

れない事情があるかどうかの確認のポイント、あるいは、全自動化に近い場合には、手

作業へのルート変更のポイントとして位置付けることができるかもしれない。 

  

○ 処分の理由提示は、事実と法律の関係条文が挙げられていればいいと考えられている

が、これと同じようなことが人工知能でも可能になったときには、法的な思考によって

その理由が導かれたのではない場合にも認めるかという辺りも問題となりうる。 

  

○ 行政の決定過程において、システムやソフトの開発者、ベンダー側が設定した決定過

程が利用されることになり得るため、行政自身が取った判断過程なのかどうかという疑

問が生じるかもしれない。 

  

○ 処分の対象者の陳述書や申請書の様式でどういう情報を求めるかという設定は、自動

化が進めば進むほど重要になっていくだろう。調査の情報の入手先については、第三者

から蓄積された情報が過剰になる可能性や、基本的な情報の入手先が相手方に大きく依

存する可能性がある。処分の対象者からのアクセスやそれによって行政が適切に反応す

る機会をうまく用意することが重要になる。 

  

○ 市民が行政手続に関わる先は主に国よりも地方公共団体だとすると、こうしたコミュ

ニケーションや行政の活動の在り方の変容というものは、まさに地方公共団体の行政実

務に影響を及ぼすものになる。 

 

○ ①プログラムにバグのようなものがあり得るが、そのときの法的責任は、役所が責任
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を負うのか、プログラムをつくった人が負うのか。法的な仕分けはどうなっているのか。 

 ②また、プログラムにはソースコードがあるはずなので、それを公開すれば完全に透

明性は確保されると思うが、そこまでやるという議論はあるのか。 

 

○ ①ＡＩを利用する場合でも、行政の活動とみることができるので、処分の取消訴訟な

どを変わらず利用はできる。損害賠償責任については、公務員が自動装置にまかせきり

で、手作業をしなかったというところに、責任の所在を認める可能性がありうる。シス

テム自体が問題となる場合には、国家賠償法に基づきソフトウェアをつくった人たちに

対して賠償責任を追及するというルートや、ソフトウェアをつくった企業の人たちをあ

る種公務員として見るという構成や、システムが安全でないことを、物的瑕疵として捉

える構成もアイデアとしてはあるようだ。 

②ＡＩのソースを出してしまう方法も十分考えられると思うが、現時点では必ずしも

そのようには考えられていない。ドイツでは情報公開の対象にするのがいいのではない

かという議論がある。審査基準と扱うとすれば、これを公にしなければならない義務が

課せられるので、公表するという可能性も実際の法律論としてはある 

 

○ ③個別事情は基本的に審査せず、何かしらおかしな行政決定が出た場合には事後的に

救済することとし、外れ値を許容することで事前決定の効率をよくするという制度設計

もあり得ると思う。そのような発想でデジタル化をどんどん進めていくという議論はな

されてないのか。 

 ④民主的正統化を内容的な正統化と人的な正統化に分けた場合、全自動化することに

よって、内容面は向上する可能性が高いと思うが、人的な正統化については、民主的正

統性を有する公務員が決定したものではなく機械が行ったものにすぎず正統でないと

いう議論も想像されるところだが、これについて何かしら議論があるか。 

 ⑤公務員が手作業でやるということにどういう意味があるのか。人が介在することに、

正統性ないしそれ以外の観点から、何かしら意義があるのか。 

 ⑥アルゴリズムを行政規則と捉えた場合、公表されたアルゴリズムを市民が理解でき

ないと、予測可能性の担保という趣旨が達成されないと思うがどういう形で公表するの

か。 

 ⑦アルゴリズムを使った場合でも、具体的に提示される理由はこれまでと同じように

根拠条文と事実が読める形で提示されるのか。アルゴリズム等を理解できないと読解で
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きないようなものであれば、不服申立ての便宜等の観点から問題があるのではないか。 

 

○ ③全体を通じて総量として適切な手続保障を用意しておくという観点は、ドイツでも

見られる。不服申立てか、あるいは不服申立ての負担をなくすために事後的に行政が説

明をするような段階を設け、そこで何とか人と人のコミュニケーションを確保する方法

があるのではないかという話はある。 

 ④民主的正統性は、ソフトウェア開発段階をコントロールする形で先取りすれば、そ

こで説明できないかということを、差し当たり言われていたと思う。 

 ⑤行政決定の時点で、できるだけ合理的な決定がなされるべきであり、それは、手作

業の余地を残すことによってこそ可能となるという発想があるのではないか。また、行

政手続の中で個人が尊重されるという観点との結びつきでは、具体的に人と人が対面し

て、それで決定の形成に導かれるということが尊重されている面があるということかと

思う。 

 ⑥現状でも、例えば政省令や行政規則について意見公募手続を行うときに、必ずしも

条文の複雑な内容を出すことはせず、その概要の説明や働き方の説明がされると思う。

行政規則として扱われるのであれば、同じような取扱いができると思う。ただし、機械

学習になってくると、説明のしようがないので、少なくとも制御の方法というものを意

識して表現していくほかないのではないか。 

 ⑦理由の提示については、ただＡＩとか自動装置を参考にするだけで、結局の決定は

行政庁が行っている場合については、従前と同じような形の提示をすることになるので

はないか。 

 

○ ⑧インプットされるデータ、例えば許可を受けたい人が掲出するデータについて、必

ず人間の可読性を要求するかということは論点になっているか。 

 ⑨例えば営業許可を考えた場合、店舗の構造の安全性というような要件があったとし

たときに、ＡＩか機械学習のようなものを利用して、例えば過去に火災が起きた店舗の

写真を大量に学習させて、それに判断させることも許容するという話にまでなっている

のか。安全性の中で、ＡＩが決めるというところを行政側が決めた上で、プログラムを

組ませるということをドイツでは要求しているのか。  

 

○ ⑧申請をするときに提出する情報の内容ということに鑑みた議論というのは、今回の
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テーマのところではあまり話題になっていないと思う。 

 ⑨安全性認定というのは全自動化の対象としてやりやすい分野なのではないかと言

われており、画像認識の可能性も言われてはいるところなので、潜在的な力としてはド

イツでも考えられているのではないか。一般的な論点ではまだあまり議論がされていな

いように思う。 

 

○ ドイツ連邦行政手続法３５ａ条における「行政行為は、法規定がこれを許容し、かつ

裁量も判断余地も認められない場合に限り、もっぱら自動装置によって発せられること

ができる」という規定は、ＧＤＰＲとの関係でどのような議論があるか。ＧＤＰＲの

２２条１項では、データ主体は専ら自動化された取扱いに基づいた決定の対象とされな

い権利を有すると定められている。 

 

○ ＧＤＰＲの２２条の２項の例外事由の中に、加盟国の法律で許容されている場合は、

フルオートメーションの決定も可能だという条項が入っており、そちらで許容されてい

るという理解ではないか。 

 画像認識で安全性を判別する等のお話は、安全性確保というのが不確定概念を使って

いる場合は、その段階でドイツでは自動化の対象から外されている可能性が高い気がし

ている。 

 外れ値を許容する運用というのは、租税の分野では日本にも入っているのではないか

という気がする。行政不服審査法を改正したときにも再調査の請求を残して、簡易迅速

な不服申立てをするというのが租税の分野では残っている。 

 

○ ⑩要介護の認定をするときは、最初にコンピューターの一次判定を経るが、その結果

を専門家が議論するときに、事務局のプレゼンや追加で説明したことが二次判定での決

定に影響するということあり、そのような追加情報の扱いについてドイツではどういう

ふうな議論がなされているのか。 

 ⑪人が個別事情の考慮した判断とコンピューターが出した判断がずれた場合に、どち

らをどれだけ重んじるか、兼ね合いはどうなっているのか。 

 

○ ⑩ドイツの場合、自動化から外してほしければ、入力するときに個別事情を書いても

らうことになると思うので、個別事情を書くほど、結論が変わる可能性があるというこ
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とはあり得るのだろうと思う。それに気づく人と気づかない人の差が生まれるというの

は間違いなく、行政決定の際に自分が欲しいものを勝ち取りにいくという意味において、

行政と市民とのコミュニケーションの重心が、市民のほうにどんどん移っていく可能性

がある。 

 ⑪ドイツの検討の方向からすると、行政自身が決定することをあまり抑制的に考える

べきではないと考えられており、むしろ自らがＡＩから外れて個別の判断をしていって、

その事例が集積されることによって、逆にＡＩのほうもよりよいものにフィードバック

されていく可能性もあると理解されている。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

○ デジタル庁と総務省の役割分担みたいなところは、簡潔に言うと、大体どのような違

いがあるのか。 

 

○ デジタル庁は国の各省の間の調整を行っていき、それから国のデジタル関連の方針と

の整合性を確認していく、担保していくところを大きな役割として担っている。一方で、

総務省は、地方公共団体との連絡調整を主な役割として担っているという役割分担であ

る。 

 

○ 「地域の未来予測」について、住民参加が形だけ行われることになるのを非常に危惧

している。２０年後に２０歳になっている人たちが今は０歳、あるいは３０歳で活躍し

ている人が今は１０歳であり、そういう人たちの利害をどういうふうにこのビジョンの

検討の場で代弁させるのかといったことについて議論されているのか。 

 

○ 小学生や中学生ぐらいでもこうした議論についてくるこができ、組織や既存の信念等

にとらわれないような自由な意見が出てきて、非常に面白い議論ができる。公教育のよ

うなところにも効果があるという御意見をいただいている。 

 議論の際の人数や、どのような進行をすればいいのか等についても、御意見をいただ

いているので、例示のようなものが多少なりともできればいいと思っている。 

 

○ 例えば高知工科大の西條先生は、未来からやってきた人という役割を割り当てた参加
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者を入れることによって、未来を考慮させるフューチャー・デザインということをやっ

ており、いろいろなことをやっている人たちがいるので、幅広くレビューされたほうが

いいと思う。 

 

○ ①システムの標準化について、どのくらいの強制度をもって地方公共団体に標準化さ

れたクラウドを利用するように求めるか。仮に従わない地方公共団体がいた場合に、ど

のような手段を考えているのか。システムを移行するのにかかる費用については各地方

公共団体が負担するものであるとお考えか。標準化されたクラウドを導入したかを実際

どうやってチェックするのか。 

 ②標準化するとベンダー間の競争が激しくなくなり、クラウドの開発意欲が失われる

おそれはないのか。同じようなサービスをベンダーが提供するということになると、サ

ービスで競争ができず価格の争いになって、削ってはいけないものが削られてしまうお

それはないのか。 

 

○ ①法律上は、基準の対象となる情報システムを使う場合には、全ての地方公共団体が

基準に適合したものを使っていただくことを考えており、従わない場合は、地方自治法

上の勧告を行うことを想定している。 

 今回、令和２年度第３次補正予算の中で、移行に要する経費の準備経費や、実際の移

行経費についての支援のための予算を組んでおり、国による指導的な支援というのを講

じていきたい。 

 導入後のチェックは、調査規定のようなものを法律に規定しており、毎年度かもう少

し短いスパンで地方公共団体に調査をし、導入状況または導入予定を調査していく予定。 

 ②標準化での競争のあり方については、例えば、システム要件ではない運用のサポー

ト等の顧客サービスの競争は引き続き期待ができると考えている。法律上の対象外のシ

ステムについては、引き続き競争領域として残るのと、例えばＲＰＡを活用した業務改

善の御提案のようなところも併せて将来的には期待をするところ。 

 

○ ③システムの標準化については、今の地方分権の議論の中で、勧告で進める場合、自

治体の意向と実効性とのバランスをどのようにとるのか。 

 ④「地域の未来予測」のマネジメントは、思ったより一般的な指標で構成されている。

医療計画とか介護保険事業計画など既に各分野別の計画で使っていたような指標がそ

－167－



 

のまま使われているが、こうした指標をまとめて出すことに意味があるということか。

この指標を選んだ理由を伺いたい。 

 

○ ③地方自治法での対応ということを回答したが、どの時点で発動していくのか等々と

いうのは、今後の地方公共団体の意向、検討状況を踏まえながらというところになる。 

 システム移行は、本来、検討に時間を要する作業で、今回、加速化という観点から令

和７年度という目標時期を設定しているが、地方公共団体の状況を丁寧に伺いながら、

例えば財政面や技術面での支援、もしくは法制度上で何か対応すべきものがあるのか、

聞き取っていきながらの対応と考えている。 

  

○ ④「地域の未来予測」は、新しい計画、例えば総合計画や人口ビジョンや地方創生総

合戦略のようなものを大量につくらせようとするものではなく、パッケージで全部まと

めて公表することに意味があるわけではないと思っている。 

 自らの団体の持続可能性のようなものについてチェックし、対応を考えていただくこ

とが重要と思っており、指標の例は、議論のための素材の例、つくり方や実例をお示し

するようなものだと思っている。２０４０年頃をターゲットにしたような指標の例を考

えており、そのような未来に向かって長期的に推計しているものを集めたということ。 

 

○ 分野別にタイムラインが違い、制度改正等もあることで未来予測が変わってくること

もあり得ると思う。２０年予測することの意味というのは、どこにあるのか。当たるか

当たらないか不正確な場合、「煽り」になってしまう可能性もある。 

 

○ 人口減少等については、比較的オーソライズされた推計ができ、またインフラの老朽

化についても、一定見通すことができるので、この２つの影響を特に大きく受ける行政

分野で、とりわけこの２つについてパラメーターにしながら見通せるような指標を整理

した。 

 当然、今後制度改正などにより大いに影響を与えることもあると思うが、今回挙げて

いる指標の例については、多少の仮定を置いているにせよ、かなりの高確度で訪れるで

あろう未来であるという理解である。 

少し補足すると、例えば経済という分野は、あまりに予測不確実性が高いということ

で記載していない。 
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資料１
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I 1 総説

○2040年頃から逆算し顕在化する諸課題に対応するために

必要な地方行政体制のあり方等に関する答申（2040答申）

「地方行政のデジタル化は、行政手続のオンライン化をはじめ、

住民に身近な地方公共団体の行政サービスに係る一連の業務を

様々なICT技術を活用して処理をするものである」（5頁）

I 2 行政手続のオンライン化

○デジタル・ガバメント実行計画（実行計画）

「地方公共団体の行政手続のオンライン化は、住民の利便性向上

という観点から優先して行う必要がある」

→法令のみならず、条例・規則に基づく手続も（92頁）

○情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

地方公共団体は努力義務（4条4項）

3
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I 3 AI・RPA等の活用

○2040答申

「人材面の供給制約の克服や住民の利便性向上に寄与」（8頁）

○実行計画

「希少化する人的資源を本来注力するべき業務に振り向けるため、

地方公共団体の業務の在り方そのものを刷新することが必要」

→「業務を改善する有力なツール」（98頁）

I 4 システムの標準化・共同利用

○2040答申

・基幹系システムを想定

・クラウドによる共同利用に向けた差異の調整

・地方公共団体の枠を越えて活動する住民・企業の利便性

・各地方公共団体が標準的機能を具備する望ましさ（8頁）

5

6
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II 1 発展のサイクル

○地方自治体における業務プロセス・システムの標準化及び

AI・ロボティクスの活用に関する研究会報告書（スマート）

・電子化がAI・RPA等活用の基礎

・様式・システムの標準化がシステム・AI等の共同化へ

・業務プロセスの標準化へのみちのり（34頁）

II 2 以降の流れ

・現在実現が目指されているのは形式的な点が多いが、

行政内部の手続過程、私人とのやりとりにつき定めるもの

・行政手続のデジタル化が実現されていくときに、

行政活動・手続のあり方がどのように変容しうるのかをみる

・そのまえに、デジタル化を突き詰めた形のひとつである、

行政決定の全自動化のプロジェクトを眺める

7

8
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III 1 処分の全自動発布

○ドイツ連邦行政手続法（VwVfG）35a条

「行政行為は、法規定がこれを許容し、かつ裁量も判断余地も

認められない場合に限り、もっぱら自動装置によって発せられる

ことができる。」

※もっぱら自動装置による：

「あらかじめ定められたパラメータにより自律的に、つまり、

それ以上の人的な作用なくしてはたらく技術的な装置」

III 2 行政手続の保障

・引き下げの可能性

VwVfGが、聴聞、署名、理由の提示の省略可能性を認める

※同法制定当時の技術水準を踏まえた規定が残ったもの

・個別事情の顧慮（VwVfG24条1項3文）

「官庁が行政行為の発布のため自動装置を利用する場合には、

官庁は個々の事例にとって意味のある事実に関する関係人の申

述で、自動的な手続では調査されないであろうものを顧慮しな

ければならない。」

9

10
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III 3 手作業への移行

・アルゴリズムが捕捉できない事実の存在、

インプットされる事実の適正さのチェック

○転轍機

・関係人の申述に基づく調査義務（VwVfG24条：前掲）、

様式に事情の記入欄の義務付け（公課法（AO）150条7項）

→調査の責任を、行政から対象者に大きくずらすもの？

・自動的なリスクマネジメントシステム（AO88条5項）

III 4 全自動化の対象

・裁量決定が一律に外されるべきかには争いあり

・定型的で、処分の対象者が関係する情報を有しているような

場合が、主に想定される

11

12
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IV 1 総説

○行政手続法（行手）

・デジタル化は、人的な作業が必要な事務の減少・集中に働く

・行政手続法は行政活動に際して経なければならない手順を定め、

事務の流れを、公正で透明なものとする

・リソースを、手続の細やかな実施にまわすことができる一方、

デジタル化が進めば、手続の意義が再び問われる必要も

IV 1 総説

○行政の調査・判断

・デジタル化は、大量の情報を高速に処理することを可能にする

・行政は、自身で決定にとって重要な事実を調査し、決定を導く

・AIを利用するにせよ、しないにせよ、行政の判断の仕方が問題

自動化が進めば進むほど、行政の手作業を求めたい者に、

どのようにその機会を与えるかが問題となる
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IV 2 コミュニケーションの流れ

○準備段階

・アルゴリズムが、行政規則と扱われる可能性？

・「審査基準」や「処分基準」、「行政指導指針」（行手2条8

号）に該当することがあれば、意見公募手続との関係が問題

・従前通りの審査基準や処分基準を定めておくことは、

自動化のための単線化に資する可能性

IV 2 コミュニケーションの流れ

○「窓口」で

・申請等のオンライン受付と、適式性の判断

※行手7条

「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく

当該申請の審査を開始しなければならず」
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IV 2 コミュニケーションの流れ

○検討段階

・対象者の意見陳述のための手続（行手13条）

アルゴリズムが、意見陳述に反応して決定を吟味することは、

困難な可能性

→自動化事例では、個別の審査に移行させるためのきっかけ

IV 2 コミュニケーションの流れ

○決定段階

・理由の提示（行手8条、14条）

恣意を抑制し慎重を担保し、対象者の不服の申立てに便宜

→AIに提示が可能だとしても、前者との結びつきは薄い

AIを参考にする場合には、行政庁が理由を提示する必要

→アルゴリズムの基本的な作動方法をなぞることで満足

すべき場合がありうる
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IV 2 コミュニケーションの流れ

※簡素で定型的な提示をすることについて

○大阪地判平成31・4・11（障害基礎年金支給停止処分）

・被告の主張

多数の処分を短時間で通知するため、定形化せざるをえない

・判決

「いかなる事実関係に基づきどのように障害認定基準を適用して

当該処分がされたのかを，当該処分の相手方においてその理由

の提示の内容自体から了知し得るものとする必要性が高い」

→「定型化することには，おのずから一定の限界」

IV 3 行政の調査・判断

○決定過程

・ベンダーが設定した決定過程が利用される可能性

・具体的な事例で、行政庁が自身の判断で決定するための備え

○情報の入手先

・決定の相手方からの情報に依存する可能性

・第三者からの情報や蓄積された情報に頼りすぎる可能性

20
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